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1 ．はじめに

　ダルマ文献に見られる司法（vyavahāra）セクションは、王の職務規
定（rājadharma）の一部分としてマヌスムリティ（Manu）以降に体系
的に扱われるようになった。これは古層のダルマスートラ文献では萌芽
的な形態にとどまるか、あるいは後代の付加部分に含まれている。この
ような異質な主題を取り入れたことによって、ダルマ文献はその性格を
大きく転換したのである。
　この司法セクションは、カウティリヤの実利論（Kaut

4

）もしくはそ
れと系統を同じくする資料に起源していると考えるのが妥当であろう。
カウティリヤの扱うアルタ（artha）の学は、それ以前に遡ることがで
きないからその由来は分からないが、これほどの網羅的な体系が突如と
して完成したとは考えにくいのであり、その「前史」があったと考えら
れる。第 3巻の司法セクションとは別に刑罰規定（第 4巻）が独立して
いることからもわかるように、ここでは刑事よりも民事に重点を置いて
いる。手続法が実体法規定に混入しているなどの未整理な点も指摘しう
るが、それでも主題別にまとめられた整った体系であるといえるだろう。
マヌが継承した形式と内容が後のダルマ文献に継承されているだけでは
なく、東南アジアの法にも影響していることが知られている1。

r
・
n
・
ādāna

─ rn
4 4

a-adāna（債務の不履行）or 

rn
4 4

a-ādāna（債権の回収）

沼　田　一　郎

1 ［Hooker 1978］［奥平 2002］
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1 ．rn
4 4

ādānaの内容・構成

　司法セクションは扱う主題ごとにカテゴライズされ、それぞれには名
称が付されている。文献によって多少の出入りはあるが、ほぼ同じであ
る。しかしながら、ManuやKaut

4

から後代の注釈や綱要書（nibandha）
までには数百年の幅がある。それを同じカテゴリの法規定で扱うという
ことは考えにくいが、しかしdharmaの伝統はそのまま受け継がれてい
るのである。
　ところで、主題の名称はManuから後代の文献まで一貫してほぼ同じ
であるが、その解釈は実は一定していない2。ここに取りあげるのは、
Manu以降の文献で冒頭に置かれているr

・
n
・
ādānaと称される主題である。

この語がr
・
n
・
a（負債）とa─dāna（不返済）、もしくはā─dāna（回収）の

Tatpurus
4

a複合語であることは言うまでもないが、問題は後分について
の解釈が揺れているところにある。本稿ではこの複合語の解釈をめぐる
諸家の見解を検討してみたい。
　まずこのr

・
n
・
ādānaなる主題は何を扱っているのであろうか。以下に諸

文献の内容を示す。
Kaut

4

第 3巻
・利率［ 1─ 6］
・罰則規定［ 7─ 9］違法な負債／虚偽の債権を主張／
・やむを得ない事情で返済できない場合［10］
・返済受取拒否の扱い［11─12］
・債務の相続［14─24］
・複数債権者の優先順位［19─20］
・親族間での負債は無効［21─24］
・証人［25─33］
・証言［34─50］
Manu第 8 章
・正統な債権回収の一般原則［47─51］
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2 ［沼田 2007］に 1例を検討した。
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・証人［52─130］
・金属の重量基準［131─138］
・利率［139─142］
・担保［143─146］
・他人の占有による所有権の消失［147─150］
・利率［151─157］
・保証人［158─162］
・無効な契約［163─165］
・債務の相続［166］
・無効な契約［167─168］
・王の役目［169─178］
Yāj［ñavalkyasmr

4

ti］第 2 巻
・利率［39─41］
・正統な債権回収の一般原則［42─46］
・債務の相続［47─53］
・親族間の負債は無効［54］
・保証人［55─59］
・担保［60─64］
Nārad［asmr

4

ti］第 1 章
・主題の概要［ 1］3

・債務の相続［ 2─ 7］
・親近者による債務の肩代わり［ 8─11］
・債務の相続［12─14］
・配偶者の債務［15─16］
・債務の相続［17］
・配偶者の債務［18］
・債務の相続［19─20］

3 この偈は他の文献の注釈にしばしば引用される原則である。
rn
4 4

am
4

 deyam adeyam
4

 ca yena yatra yathā ca yat /
dānagrahan

4

adharmāc ca rn
4 4

ādānam iti smr
4

tam //
どの負債が返済されるべきで、どれがそうでないのか、誰によって、いつ、どのよ
うにして。貸付と回収のdharma によって。それがrn

4 4

ādāna とされているのである。
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・無効な契約［22─39］
・財産［40─51］
・緊急事態（āpaddharma）［52─63］
・証拠総論［64─68］
・占有［69─83］
・利息［86─97］
・文書・担保・保証人［102─127］
・証人［128─180］
・宣誓［181─207］
・証言［208─213］
・判決［214─224］
　Yājを除いて、法廷における証拠や証言の真偽の問題が含まれている。
負債そのものについては、債権者の立場からその回収および法廷での裁
定が主題であると言えよう。

2 ．rn
4 4

ādānaの解釈

（ 1）辞書の解釈
　代表的な辞書の解釈は以下のとおりである。

PW：das Nichtabtragen （rn
4 4

a+adāna） oder Eintreiben 
（rn

4 4

a+ādāna） einer Schuld.
MW：recover of a debt,receive of money &c. lent.
Macdonell：（âā）recovery of debt,（âa）non─payment of debt.
Apte：recovery of debt, receipt of money lent.
Milyus：Schuldeintreibung
梵和大辞典：貸金の回収
梵漢大詞典：借款的回収、借款的拒付

　PW、Macdonellが両様の解釈を示し、MW、Apte、Milyusはrn
4 4

a─
ādānaのみを採用しているのである。Macdonellに範をとる（辻直四郎
の「序」による）梵和はそれぞれ別項目とし、梵漢もそれを踏襲してい
る。つまり、ここに示した中にはrn

4 4

a─adānaのみを採用する辞書はない。
ちなみに、インドの伝統的な解釈ではrn

4 4

a─ādānaを採用している。
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Vācaspatyam：rn
4 4

am ādīyate 
abdakalpadulma：rn

4 4

asyādānam
4

 grahan
4

am
（ 2）翻訳の解釈4

　次いで、テキストの翻訳に際して、r
・
n
・
ādānaがどのように解釈された

かを見てみよう。
Kaut

4

：第 3巻の第11主題としてこれを扱う。また、冒頭第 1巻の内容
一覧でもこの主題に言及している。翻訳者は以下のように理解している。

中野：負債の回収
Kangle：non─payment of debts
上村：負債の不返済

Manu8.4：この箇所は、第 8章で扱われる主題の一覧を示した箇所であ
る。実際それが扱われる8.47以降には、主題の名称は言及されない。

Bühler：non─payment of debts
Burnell&Hopkins：Non─payment of debt
Jhā：Non─payment of debt
Derrett：Non─payment of debt
Olivelle：non─payment of debts
Michael：Nichtbegleichung von Schulden
中野：債務の弁済
田辺：負債の不払い（ただし、本文中では「負債の回復」の見出し
を付す）
渡瀬：負債の不払い

Yāj：本文中にはManuのように主題一覧を示す箇所はないが、翻訳に
際して訳者は以下のような「見出し」を付している。

中野：債務の弁済
井狩/渡瀬：債務の不払い
Bitt：A Chapter of Lending

Nārad：司法主題に特化した文献であり、成立年代は新しい。r
・
n
・
ādāna

を第 1の主題として冒頭に配置している。
Larivielle：Nonpeyment of debts

4 文末に挙げた参考文献参照。
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Y.Shastri：Recovery of debt
　管見した限りではrn

4 4

a─adānaを採用する例が多い。
（ 3）注釈家の見解
　ダルマ文献および実利論には多数の注釈が伝えられているが、それぞ
れr
・
n
・
ādānaをどのように理解しているであろうか。

Kaut
・
：1.1と3.11の 2 箇所に対する rīmūla注。
・債権の回収と（債務の）弁済に関する契約、という意味である。
（rn

4 4

agrahan
4

a─niryātanasambaddho vyvahāra ity arthah
4

）
・負債とは、利息のための有益な財であり、それの回収、（すな
わち）取り戻し5がスートラの意味である。（rn

4 4

am
4

 vr
4

ddhyartham
4

 
prayuktam

4

 dhanam
4

 tasyādānam
4

 grahan
4

am iti sūtrārthah
4

）
Manu：8.4について、多くの注釈は上記Nārad1.1を引用して説明してい
るが、以下の 2注釈はrn

4 4

a─adāna説である。Govindarājaの説は適切で
はないだろう。

・Nandana：「r
・
n
・
ādāna と は債務の不履行である（rn

4 4

ādānam 
rn
4 4

asya─apradānam）」
・Sarvajñanārāyan

4

a：「債務を弁済しないこと、不履行（rn
4 4

asya 
na dānam adānam）」

Yāj：本文中にr
・
n
・
ādānaの語は現れないが、Mitāks

4

arāは以下のように述
べている。r

・
n
・
ādānaの語義解釈ではなく、中立的な「負債」を説明して

いると考えられる。
　そしてまた、r

・
n
・
ādānaは 7 種類［に分類される］。すなわち、債

務者側には「このような債務は弁済するべきである」「このような［債
務］は弁済の必要がない」「この者によって弁済されるべきである」
「この時に弁済されるべきである」「このやり方で弁済されるべき
である」という 5種類が。債権者の側には、貸付と回収という 2種
類がある。（tac ca rn

4 4

ādānam
4

 saptavidham─īdr
4

am rn
4 4

am
4

 deyam 
īdr

4

am adeyam, anenādhikārin
4

ā deyam, asmin samaye deyam, 
anena prakāren

4

a deyam iti adhamarn
4

e pañcavidham / uttamarn
4

e 

5 この箇所はもちろん「それの不履行（tasyâadānam）」とも読みうるが、次の
grahan

4

amを考慮してtasyâādānaとした。
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dānavidhih
4

 ādānavidhi  ceti dvividham iti）
（ 4）その他の見解
　［Kane：141ff .］は婚姻、相続そしてr

・
n
・
ādānaを近代インドにおいても

なお古典的ヒンドゥー法の及ぶ領域として論じているが、そこではこ
れを一貫してrecoverry of debtsと理解している。［Rocher2012：147］
は、non─payment of debtsとrecovery of debtsのいずれとも断定しない
が、［Rocher2002：67─8］では、failure to pay debtsとしている。［Davis: 
77］はManuの司法セクションを解説する中でr

・
n
・
ādānaをNon─payment 

of debtと紹介している。

3 ．結論

　以上、r
・
n
・
ādānaの解釈を示した。主要な「サンスクリット─近代語」

の辞典類はrn
4 4

a─ādānaとする傾向にあり、伝統的なインド人の理解も
rn
4 4

a─ādāna説に傾いていると見ることができる。テキストの翻訳および
近代以降の学者の説としては、若干の邦訳などを除いてrn

4 4

a─adāna説が
圧倒的であるが、その根拠を示すものは稀である。
　それでは、テキストの内容そのものからはどのように考えられるであ
ろうか。この主題が法廷で争われるのは、債権者が原告となって債務者
を訴えるというケースであろう。そして、金銭貸借契約の存在が確認さ
れて適切な利率による弁済が命じられるか、その契約の無効が明らかに
なり回収・弁済とも行われないかのいずれかであろう。つまり、不当な
利息によって債権の回収が行われようとしたか、あるいは債務の弁済が
滞っていることが前提となっていると考えられる。
　この主題の目的とするところは「金銭貸借契約の適切な取り扱い」で
あると言うべきであって、貸し手か借り手のどちらかの立場に偏したも
のではない。主題名を原語に忠実に翻訳することは重要であるが、それ
を離れて適切な名称を案出する必要もあるだろう。
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